
85

第
五
章　

河
内
国
讃
良
郡
岡
山
谷
の
水
車
に
つ
い
て

一
．
近
世
～
近
代
の
市
域
に
お
け
る
水
車

　

江
戸
時
代
に
讃
良
郡
域
だ
っ
た
四
條
畷
市
内
で
は
、
特
に
旧
甲
可
村
域
に
あ
た
る 

西
部
地
域
で
江
戸
期
か
ら
昭
和
中
期
ま
で
水
車
製
粉
業
が
栄
え
た
と
さ
れ
て
い
る　

（『
四
條
畷
市
史
』
第
六
巻
な
ど
）。
同
地
域
で
は
権
現
川
流
域
の
滝
谷
、
清
滝
川
流 

域
の
清
滝
谷
、
讃
良
川
流
域
の
岡
山
谷
で
水
車
製
粉
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
の

う
ち
滝
谷
と
清
滝
谷
で
は
江
戸
後
期
～
末
期
の
状
況
も
あ
る
程
度
判
明
し
て
い
る 

（『
四
條
畷
市
史
』
第
一
巻
）。
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
は
、
当
地
域
に
お
け
る
江
戸
期　

の
水
車
利
用
は
、
明
治
期
以
降
の
工
業
製
粉
は
い
う
に
及
ば
ず
、
油
搾
り
等
の
加
工 

等
に
も
用
い
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
米
、
麦
、
豆
、
菜
種
な
ど
の
細
末
化
の
域
に
と
ど 

ま
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
岡
山
谷
に
お
い
て
は
史
料
が
未
発
見
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
明
治 

期
以
降
の
状
況
の
み
が
知
ら
れ
て
い
た
。

　

岡
山
谷
に
お
け
る
明
治
期
以
降
の
水
車
製
粉
は
最
大
四
基
の
操
業
が
記
録
さ
れ 

て
お
り
（
出
水
力
『
水
車
の
技
術
史
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
七
）、
昭
和
一
一
年 

の
記
録
に
よ
れ
ば
多
く
は
貝
殻
粉
末
で
あ
る
胡
粉
製
造
を
お
こ
な
っ
て
い
た
（
和
田

俊
二
「
生
駒
山
脈
西
斜
面
に
於
け
る
水
車
の
地
理
學
的
研
究
」『
地
理
論
叢
』
第
九 

輯
、
一
九
三
七
）。

　

今
回
整
理
を
お
こ
な
っ
た
図
書
館
収
集
文
書
の
う
ち
、
岡
山
村
山
口
伊
兵
衛
家
文 

書
と
み
ら
れ
る
一
群
に
、
水
車
操
業
に
つ
い
て
の
新
知
見
を
得
ら
れ
る
文
書
が
あ
り
、

こ
こ
に
詳
述
し
て
お
く
。
な
お
、
こ
の
知
見
は
文
書
群
の
一
次
整
理
時
に
、
整
理
を 

指
導
し
て
い
た
札
埜
耕
三
氏
が
最
初
に
得
て
、
文
書
群
に
付
し
た
解
説
に
記
録
し
て 

い
た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
⑴

。

二
．
岡
山
村
の
江
戸
期
に
お
け
る
水
車
運
上

　

図
書
館
収
集
文
書
の
う
ち
、
岡
山
村
山
口
伊
兵
衛
家
文
書
と
み
ら
れ
る
一
群
に
は
、

免
定
と
皆
済
目
録
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
内
に
は
、
多
く
の
年
次
で
「
水
車
運
上
」

と
「
水
車
弐
輪
運
上
」
が
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
合
計
三
基

の
水
車
を
岡
山
村
で
有
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）

の
皆
済
目
録
（
年
貢
１
）
に
は
水
車
運
上
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
天
保
五
年
（
一
八 

三
四
）
の
免
定
・
皆
済
目
録
（
年
貢
２
・
３
：
史
料
Ａ
）
に
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
。

史
料
Ａ　

午
皆
済
目
録
之
事

史
料
Ａ　

午
皆
済
目
録
之
事
（
年
貢
３
）

一
銀
八
匁
四
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水寅
ゟ
午
迄
五
ヶ
年
季

車
壱
輪
運
上

一
銀
拾
六
匁
八
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水卯
ゟ
末
迄
五
ヶ
年
季

車
弐
輪
運
上

こ
の
こ
と
か
ら
、
文
政
十
年
以
降
天
保
五
年
ま
で
の
間
に
、
岡
山
村
に
水
車
が
設 

置
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
⑵

。
た
だ
し
、
天
保
五
年
以
前
の
も
の
が
文
政
十

年
の
も
の
一
通
の
み
で
あ
る
た
め
確
実
と
は
言
い
切
れ
ず
他
の
史
料
を
待
つ
必
要
が 

あ
り
、
文
政
十
年
の
も
の
に
は
水
車
の
こ
と
が
表
記
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
～
六
年
（
一
八
五
三
）
の
間
、
従
前
の
「
水
車 

運
上
」
と
「
水
車
弐
輪
運
上
」（
史
料
Ａ
・
Ｂ
）
に
加
え
て
、「
新
規
」
と
し
て
、
水

車
運
上
「
銀
六
匁
」
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
（
史
料
Ｃ
）、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
） 

以
降
の
「
水
車
運
上
」
も
基
本
的
に
追
加
で
あ
げ
ら
れ
た
も
の
に
近
い
額
（
約
六
匁
）

へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
（
史
料
Ｄ
）。
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史
料
Ｂ　

戌
皆
済
目
録
之
事

史
料
Ｂ　

戌
皆
済
目
録
之
事
（
年
貢
26
・
嘉
永
三
年
分
）

一
銀
拾
八
匁
壱
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水午
ゟ
子
迄
七
ヶ
年
季

車
運
上

一
銀
八
匁
九
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右当
戌
ゟ
来
ル
寅
迄
五
ヶ
年
季

同
断

史
料
Ｃ　

亥
年
皆
済
目
録
（

史
料
Ｃ　

亥
年
皆
済
目
録
（
年
貢
27
・
嘉
永
四
年
分
）

一
銀
拾
八
匁
壱
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水午
ゟ
子
迄
七
ヶ
年
季

車
運
上

一
銀
八
匁
九
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右戌
ゟ
寅
迄
五
ヶ
年
季

同
断

一
銀
六
匁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右新
規
当
亥
ゟ
来
ル
卯
迄
五
ヶ
年
季

同
断

史
料
Ｄ　

卯
年
御
年
貢
皆
済
目
録

史
料
Ｄ　

卯
年
御
年
貢
皆
済
目
録
（
年
貢
31
・
安
政
二
年
分
）

一
銀
拾
八
匁
六
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水丑
ゟ
末
迄
七
ヶ
年
季

車
運
上

一
銀
六
匁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
戌
ゟ
寅
迄
五
ヶ
年
季

同
断

こ
の
こ
と
か
ら
、
嘉
永
四
年
に
新
し
い
水
車
が
つ
く
ら
れ
、
安
政
元
年
ご
ろ
に
従

前
の
水
車
の
う
ち
一
基
を
廃
し
て
、
安
政
二
年
以
降
従
前
の
水
車
数
（
三
基
）
に
復

し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
水
車
の
用
途
は
す
で
に
『
四
條
畷
市
史
』
第
六
巻 

で
山
中
浩
之
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
市
史
六
巻
八
九
頁
）、
精
米
等
な
の
か
、

油
搾
り
な
ど
に
も
用
い
て
い
た
の
か
は
こ
れ
ら
の
記
述
の
み
で
は
不
明
で
あ
り
、
今

後
の
史
料
の
蓄
積
を
待
つ
必
要
が
あ
る
。
設
置
河
川
も
不
明
で
あ
る
が
、
岡
山
村
内 

の
可
能
性
が
あ
る
と
み
て
お
り
、
岡
山
村
内
の
河
川
と
し
て
は
規
模
を
考
え
合
わ
せ

る
と
讃
良
川
も
し
く
は
岡
部
川
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
岡
部
川
は
鳥 

ヶ
池
付
近
に
端
を
発
す
る
に
過
ぎ
ず
、
讃
良
川
で
あ
る
可
能
性
が
よ
り
高
い
と
考
え

る
。
讃
良
川
で
あ
れ
ば
岡
山
谷
に
属
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
岡
山
谷
の
江
戸

期
の
水
車
状
況
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三
．
ま
と
め
―
四
條
畷
市
内
に
お
け
る
水
車
製
粉
―

　

こ
の
よ
う
に
、
岡
山
村
の
新
出
史
料
か
ら
、
岡
山
村
に
お
け
る
水
車
の
操
業
状
況 

が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
重
ね
て
述
べ
る
が
四
條
畷
市
域
は
従
来
水
車
製
粉 

業
が
盛
ん
だ
っ
た
地
域
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
萌
芽
は
す
で
に
江
戸
期
に
み
ら
れ
る 

こ
と
が
新
出
史
料
か
ら
も
改
め
て
判
明
し
た
。
し
か
し
、
江
戸
期
の
史
料
を
読
み
込 

む
こ
と
で
改
め
て
読
み
取
れ
る
の
は
、
こ
の
時
代
に
は
あ
く
ま
で
農
村
に
お
け
る
精 

米
等
必
須
の
作
業
を
お
こ
な
う
た
め
に
水
車
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

り
、
水
車
製
粉
業
が
工
業
的
に
盛
ん
と
な
る
の
は
明
治
時
代
か
ら
と
み
ら
れ
る
こ
と 

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
清
滝
谷
の
史
料
で
あ
る
が
明
治
十
年
代
に
い
く
つ
も
の
水
車
新 

設
願
が
讃
良
郡
長
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
小

西
家
文
書
。
市
史
六
巻
一
七
四
頁
も
参
照
）。
今
後
こ
れ
ら
の
史
料
を
読
み
進
め
る

こ
と
で
、
市
内
の
水
車
操
業
の
変
遷
に
つ
い
て
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

（
實
盛
良
彦
）

註⑴
、
札
埜
耕
三
氏
が
付
し
て
い
た
解
説
の
該
当
箇
所
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
平
成

十
年
代
後
半
の
執
筆
と
み
ら
れ
る
。

「
水
車
運
上
」
に
つ
い
て
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）

の
「
皆
済
目
録
」
に
は
、「
水
車 

運
上
」
、「
水
車
弐
輌マ

マ

運
上
」
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
年
以
降
、
天
保
五
年
（
一 

八
三
四
）

以
前
に
、
水
車
を
設
置
し
、
課
税
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
嘉
永
四
亥
年
（
一
八
五
一
）

よ
り
新
規
に
、「
水
車
運
上
銀
六
匁
」
が
課
さ
れ
て 

い
る
の
で
、
水
車
一
輌マ

マ

が
増
加
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑵
、
こ
の
史
料
か
ら
読
み
取
る
限
り
は
、
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
・
寅
）
に
一
基
、

翌
二
年
（
一
八
三
一
・
卯
）
に
二
基
が
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。


